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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、個人がその生活の質の確保と向上のために行う利益を目的としない済やサ
ービスの移転（非営利型移転）の法的性質を明らかにし、これを支援するサービスの提供者としての国家の関与の基礎
理論を構築することである。この目的を達成するため、理論・総括チーム、家族法・契約法チーム、社会保障・私保険
チーム、行財政再分配チームの４つのチームを組織し、研究を遂行した。この結果、研究目的は、ほぼ達成された。

研究成果の概要（英文）：Purpose of this research project was to find out the legal characteristics of 
non-profit-making transfers of goods and services by individuals to secure and promote their own well 
being, and to suggest a legal framework for the role of the state in such transfers, considering the 
state as provider of services to support people in improving their well being. To accomplish this 
purpose, investigators organized four teams that conduct theoretical review, study of family and contract 
law, study of social security and private insurance, and the pursuit of fair and just redistribution 
thorough administrative system and taxation. The purpose of this research was almost attained.

研究分野： 行政法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通）	 

１．研究開始当初の背景 
 (1) 急速に進行する高齢化や社会保障制度
の不安定化を背景に、自分や家族の将来への
不安と、公共サービスの提供者たる国や公務
員への不信が広がった。この不安と不信は、
生涯を通じた生活の質（生きるに値する人生）
を確保する、という個人のライフサイクルを
見据えた自律性（autonomy）と不可分に結
びついていると考えられた。すなわち、①経
済不振、不安定な雇用の中で、将来の所得や
財産（保険や年金を含む。）の実価値の予測不
能による不安感が強く意識されると同時に、
②生涯設計を支援するはずの公的制度やサー
ビスに関して、その財政基盤だけでなく、事
務執行や相手方とのインターフェースにも不
信の目が向けられた。この両者は、自らの生
涯を通じた生活の質を確保しようとする個人
の自律性を阻むところに共通項があった。 
(2) したがって、これを緩和し解消するため
には、「公共サービス」を人々の生涯を通じた
生活に資するサービス（直接の相手方の権利
利益を侵害する作用を含む。）と位置づけ、国
家をその提供者と捉え直した上で、法制度の
設計、改革を行うことが必要であった。 
(3) この文脈における国家の役割の捉え方は
機能に着目した分析であり、行政法学の理論
動向が、ドイツ理論に依拠した「侵害」「給付」
などの法的形式に着目した分析に加えて、ア
メリカ理論から「エンフォースメント」「実効
性確保」の観点を取り入れ、法システムのあ
り方について政策論的な検討を加えるように
なっていることと符合していた。研究代表者
高木は、その基礎的検討の成果を業績欄（15）
の論文で発表したが、本研究はその発展と位
置付けうる。 
 
２．研究の目的 
本研究は、個人の生涯を通じた生活の質
(well-being)を評価軸として、その確保と向上
のために人々が行う財貨や役務の移転（非営
利型移転）と、これに対する国家の関与を検
討対象とし、国家を人々による生活の質の確
保向上を支援するサービス（公共サービス）
の提供者と位置づけることを通じて、非営利
型移転に対する国家の関与のあり方を明らか
にし、そのための法システムを提示すること
を目的とする。 
 
３．研究の方法 
 (1) 個人のライフサイクルの各段階で問題
となる財の移転に関する公共サービスのあり
方を理論的に考察する。財の移転の形態とし
て、家族内での非営利的移転、社会保障およ
び私保険、行財政による再分配という３つを
中心的に取り上げ、それぞれの観点から今日
の法体系において問題となる場面を取り出し、
検討する。研究組織は、総括的考察の理論的
基盤を検討対象とする理論・総括チームと、
３つの移転形態に対応する 3つのチームに組

織化し、研究を進める基盤とし、研究代表者
が相互の連携を恒常的に図って、研究全体の
均衡のとれた進展に配慮することとした。 
(2) 本研究は、人のライフサイクルを通じた
生活の質の向上という問題関心から、人生の
各段階において適切な財の移転のための法的
制度枠組みを、移転の形態ごとに考察してい
くという全体構想の下に行うことにする。各
研究者は、理論・総括チーム、家族法チーム、
社会保障・私保険チーム、行財政再分配チー
ムのいずれかに所属するが、どのチームも３
つ各々のフェーズにおける総合的法体系のあ
り方に関心を寄せつつ作業を行う。つまり、
各チームが独立して作業するのではなく、生
涯を通じた生活の質の向上という統一的問題
関心の下に、恒常的な意見の交換によって相
互に理論的影響を及ぼしつつ、全体としての
研究計画の達成を図ることとした。 
 
４．研究成果 
 (1) 理論・総括チームは、研究代表者である
高木が主導して研究全体の進行に配慮しつつ、
独自に国家による「非営利型移転」の理論的
基礎を問い直し、公共サービスを設計するた
めの土台を構築する作業に従事した。 
① 国家による「非営利型移転」の正当性を
問うためには、まず国家の構成とその任務に
ついて法的に考え直す必要がある。この観点
から、国家論の基礎を問い直す作業を進めた。
その中でも特に、世代を超える共同体におけ
る財の公正な配分という観点から国家の役割
を分析する研究は、本共同研究の視角を支え
るものとして重要である。さらに、この視点
をふまえつつ、戦後日本の憲法学における社
会権論・財産権論について、比較法的視座を
ふまえた分析を行った。これも、国家による
「非営利型移転」の基礎をなす法理論を示す
ものである。 
② また、社会保障法の専門的学説・実務を
ふまえつつ、国家論の観点からその理論的反
省を行う作業として、おおむね次の点につい
て研究を行った。第一に、「生活の質」を法的
に保障ないし評価する意義を、憲法論として
明らかにしようとした。これについては、憲
法 25 条にいう最低生活保障の意義を考察す
る視角から、欧米の政治哲学等の議論をも参
照しつつ、「生活の質」の意義を理論的に追究
する試みを行った。これと関連して、第二に、
「生活の質」をめぐる法的問題について、具
体的な裁判例等を中心に分析・検討を行った。
この点では、社会保障行政と憲法をめぐる近
時の裁判例などを素材に、「生活の質」の法的
意義をより実証的に考察するよう努めた。 
③ さらに、公共サービスの形成および実現
過程における、権力分立上の各アクターの役
割を検討することを通じて、国家の具体的な
働き方の全体像を示した。まず分配のための
制度設計について、生活の質に直結する水資
源の配分を素材に考察した。これは具体的な



地下水利用規制の制度設計の基礎となる。 
 次に公共サービスを提供する制度の具体的
な運用について、行政による分配手続が裁判
手続においてその意味を消失する局面を描く
ことによって、公共サービスの実現過程全体
に関する、行政と裁判所との役割分担を描い
た。そして、こうした役割の配置は、具体的
な給付を実現する過程にも、一定の侵害の要
素をもって分配を実現する場合にも、変わり
なく妥当することを示した。これは、従来の
覊束行為と裁量行為といった区分には収まら
ない形で、行政による公共サービスの実施手
続こそに価値がおかれなければならない場合
を理論化するための基礎となる。 
(2) 家族法・契約法チームでは、契約という
財・サービスの移転に係る法的手段に着目し
た研究（契約法的視点）と非営利型移転の場
（の一つ）である家族に着目した研究（家族
法視点）を行うとともに、契約法的知見を家
族法研究に接合した研究にも取り組んだ。 
① 契約法の観点から、非営利型移転の実現
する法的手段のかなめとなる「契約」の意味
と規制の在り方について分析・検討を行った。
[1]こうした検討を行うにあたり、その前提作
業として、債権法改正の内容の整理と分析を
行った。具体的には、契約に基づく債務不履
行責任の基本的枠組み等を取り上げ、債権法
改正案下での契約の基本的構造を明らかにす
るとともに、契約責任という考え方が非営利
型の財・サービスの移転の場面でどのような
意義を有するかについて検討を行った。[2]
また、約款に関する債権法改正作業の内容を
まとめるとともに、特に保険契約との関係で、
私保険で実現され得るケア・財の移転の特徴
や消費者契約的性格等の観点から契約の意義
について研究を行った。この研究により、債
権法改正案で提案されている約款論の問題点
と今後の課題を示すことができた。[3]このほ
か、公的医療保険や信託制度を素材として、
契約の公共性や長期性という観点から財・サ
ービスの移転・提供システム全体を見直し、
私的契約制度の位置づけを確認した。 
② 家族法の観点から、とくに、扶養・介護
制度及び相続制度を取り上げ、その内容と現
行制度が抱える問題点を明らかにした。これ
らの研究により、家族関係・身分関係に基づ
く財・サービスの移転の限界が明らかになり、
より個人の意思決定に合致した財・サービス
の移転を実現するために、公的契約や遺言制
度の活用の必要性が浮き彫りとなった。そこ
で、家族関係の形成やそれに基づく財・サー
ビスの移転に関連する契約法（債権法改正案
における贈与契約等）や相続制度の検討・分
析を行った。そこでは、契約法的観点の検討
で得られた取引社会での財の移転や承継に関
する知見等を前提に、契約制度の基本的枠組
みや相続制度の基本原理と照らし合わせなが
ら、非営利型移転が必要とされる背景や必要
性に応じた契約制度や相続制度の見直しを行
った。また、この検討・分析を通じて、財・

サービスの移転の基礎となる家族関係の意義
もより一層明確となり、婚姻制度や親子制度
を現代社会の家族形態やニーズに適合した形
で再構成するための理論構築を試みた。 
(3) 社会保障・私保険チームは、公的・私的
保険に対するニーズの多様化と負担の在り方
の検討から、近時の保険業法改正や非正規労
働者への社会保険（厚生年金保険・健康保険）
の適用の拡大等の問題に関連して、基礎法学
的な検討も交えつつ、これらの領域への国家
の関与の原則と具体的な制度のあり方につい
て考察を加えた。 
① 保険法については、高齢化社会が進行す
る中、個々人のニーズに適合した私保険給付
がなされるには保険商品・サービスの多様化
と保険加入時の情報提供とニーズ把握を充実
させることが肝要であるとの認識に基づき、
両者に関する規制改革について、平成 26 年
保険業法改正にかかる議論を中心に研究した。
とりわけ、近時急速に普及しつつある乗合代
理店を通じた保険募集において顧客のニーズ
把握がいかになされるべきかについては、立
法経緯も踏まえ詳しく検討した。 
② また社会保障法の領域については、現行
の皆年金・皆保険体制における非営利型移転
のあり方という観点から、非正規労働者への
社会保険（厚生年金保険・健康保険）の適用
の拡大が重要な論点となっていることを踏ま
え、主婦の就労のあり方に大きな影響を及ぼ
している社会保険の適用基準及び健康保険の
被扶養者並びに国民年金の第 3号被保険者と
いう制度自体についての考察を行った。また、
高齢化が進行する中、2014年の医療介護総合
確保推進法において初めて介護保険の法定給
付の範囲が縮小されたことなどを受けて、介
護保険制度では財源における公費負担の存在
による移転と高齢者である第 1号被保険者と
稼働年齢層の第 2号被保険者との間での移転
の 2つが問題となるとの認識の下で、介護保
険制度のこれまでの展開と今後の展望につい
て、家族介護者や介護労働者をめぐる問題も
含めて、検討を行った。 
③ さらに基礎法学の観点から、患者の権利
の法制化の一つの重要な動向として、2013
年にドイツ民法典に患者の権利に関する諸規
定が加えられたことの背景事情の考察と、法
改正内容の分析を行った。また、非営利的移
転を促す国家のルール形成の在り方への関心
から、ドイツの統治の仕組みの基礎にある補
完性原理について思想史的に研究した。さら
に、補完性原理の一つの実現形態であるドイ
ツ連邦制について、2006年の改革による連邦
と州の間の立法権限の分配・画定の制度設計
の見直しの影響が具体的にどのように表れて
いるかについて検討した。 
(4) 行財政再分配チームは、民営化などによ
る市場を通じた再分配を手掛かりに、再分配
にかかわる法をめぐっての国家と市場のせめ
ぎ合いへと研究を進めた。 



① 1980年代前後から議論が本格化してきた
民営化論では、従来、国家（あるいはその外
延にある組織）が担ってきた諸活動（とりわ
け給付作用）が民間に委ねられることに対す
る問題意識が強く、それが国家の守備範囲の
縮小なのか、それとも国家にはなお何らかの
責任が残るのかが議論の中心となっていた。
ドイツの保障行政に関する考え方は後者の立
場をとり、ある任務の実施が国家から切り離
されてもなお、国家にはその実施を確保し、
場合によっては問題ある民間主体に代わって
給付を行う責任があることを強調している。 
 この考え方は、再分配の費用調達から給付
の内容決定・実施に至るまで、国家がその任
務を十全に果たす能力を持つことを前提にし
ている。しかし、民営化によって一旦給付の
実施を民間主体に委ねた場合、給付実施のノ
ウハウや能力は国家から失われる。また、経
済・社会のグローバル化によって経済活動の
単位が国家を超えて展開することになると、
国家の単位でのみ再分配を行わせる制度設計
が妥当性を失うことになる。そこで、非営利
型移転を支援すべく再分配を民間主体に行わ
せる制度を国家が構築し、いわば市場を通じ
て再分配を実現する媒介行政作用が、今後大
きな役割を果たすようになる可能性がある。 
② 他方で、租税などの公的負担は、再分配
の効果を不可避に持つ（再分配作用のない租
税はあり得ない）。しかし、再分配の方向と量
を法的にコントロールすることは極めて困難
である。その最大の理由は、租税の真の負担
者（経済的に帰属する者）を法によって決め
てしまうことができない（市場における転嫁
が避けられない）ことにある。非営利型移転
への国家の関与を、租税法律主義に象徴され
る法律に基づく制度とする場合、法による規
律の限界を考慮する必要がある。 
③ また、批判法学派による「法と経済学」
批判・リアリズム法学理解によれば、市場を
通じた分配は自然なものとは言えない。なぜ
なら、市場とは法による構築物であるところ、
法の内容は政策分析によって確定されるほか
ないものであり、このような不確定的な法が
市場参加者の交渉力、ひいては分配結果を規
定しているからである。こうした見方によれ
ば、法律家は法実現を通じて再・分配を日常
的に行なっており、その責任を市場その他に
よって回避することはできないことになる。 
 以上のとおり、「非営利型移転」を支援する
ための公共サービスを設計する上で、国家と
市場のいずれにどの程度まで重きを置くか、 
また、そもそもそこでいう法をどのように観
念するかにつき、公法学、 私法学及び基礎
法学の間で、一定の共通了解に達することが
できた一方、それぞれの方法論に由来する認
識枠組み上の差異もまた顕在化する結果とな
った。再分配にかかわる法をめぐっての国家
と市場のせめぎ合いは、今後も様々な形で問
題となることが予想されるので、本研究の成
果は、公法学、私法学及び基礎法学それぞれ

の分野で、学際的かつ国際的な検討を踏まえ
た高水準の試論として、この問題に関する今
後の議論を牽引してゆくと考えられる。 
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